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○
財
務
省
令
第
三
十
五
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
九
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
一
号
）
の
施
行
等
に
伴

い
、
関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

安
住

淳

関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
七
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
に
対
す
る
準
用
」
の
下
に
「
・
電
子
取
引
の
取
引

情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
」
を
加
え
、
同
条
の
表
第
三
条
第
五
項
第
二
号
ロ
⑶
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
三
項
第
一
号
の
項
中
「
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
一
号
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
第

五
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項

法
第
十
条

関
税
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
条

第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

法
第
十
条
た
だ
し
書

関
税
法
第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
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て
準
用
す
る
法
第
十
条
た
だ
し
書

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
配
合
飼
料
の
規
格
」
を
「
飼
料
の
規
格
」
に
、
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
二
項

」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
表
第
一
号
中
「
第
一
○
○
八
・
六
○
号
」
を
「
第
一
○
○
八
・
六
○
号
の
二
」
に
改
め
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関

す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送

に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六

年
大
蔵
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
備
考
２
中
「第

１
２

条
第

３
項

」
を
「第

１
１

条
第

３
項

」
に
改
め
る
。
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別
表
第
２
備
考
３
中
「第

１
５

条
第

１
項

」
を
「第

１
４

条
第

１
項

」
に
改
め
る
。

（
税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
条
第
三
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
五
十
三
条
第
九
項
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第

六
十
二
条
第
五
項
、
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
五
項
、
揮
発
油
税
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
五
項
、
地
方
揮
発
油
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
十

四
条
の
二
第
五
項
、
石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
五
項
、
石
油
石
炭
税
法

（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
第
五
項
」
を
「
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六

号
）
第
七
十
四
条
の
十
三
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
た
ば
こ
特
別
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

た
ば
こ
特
別
税
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
省
令
第
六
十
四
号
）

の
項
第
三
欄
中
「
第
二
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
項
第
四
欄
中
「
第
二
十
七
条
第

五
項
、
」
を
「
第
七
十
四
条
の
十
三
（
」
に
、
「
第
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

（
財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
八
号
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
三

十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、
「
、
第
三
十
五
条
第
五
項
」
を
「
並
び
に
第
三
十
三
条
第
五
項

」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
三
〇
号
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
四
号
中
「
第
三
十

五
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
五
号
中
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三

条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
六
号
中
「
第
三
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
第

三
七
号
中
「
第
三
十
五
条
第
九
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
八
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十

項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
九
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十

二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
○
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
三
〇
号
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
四
号
中
「
第
三
十

五
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
五
号
中
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
三
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条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
六
号
中
「
第
三
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
第

三
七
号
中
「
第
三
十
五
条
第
九
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
八
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十

項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
九
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十

二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
○
号
中
「
第
三
十
五
条
第
十
四
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

二

第
四
条
（
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
条
の
規
定

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日


